
○
財
務
省
告
示
第
七
十
九
号

中
華
人
民
共
和
国
産
黒
鉛
電
極
に
対
す
る
関
税
定
率
法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
令
和
六
年
四
月
財
務

省
告
示
第
百
十
九
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
の
調
査
に
お
い
て
、

中
華
人
民
共
和
国

（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
）
を
原
産
地
と
す
る
黒
鉛
電
極
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
暫
定
的
な
関
税
を
課
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十

六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

一

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及

び
特
徴

㈠

品
名
、
銘
柄
及
び
型
式

法
の
別
表
第
八
五
四
五
・
一
一
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
丸
形
の
も
の
（
黒
鉛
化
の
工
程

を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
な
い
旨
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
発
給
す
る
証
明
書
に

よ
り
証
明
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
証
明
書
が
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。



以
下
「
黒
鉛
電
極
」
と
い
う
。
）

㈡

特
徴

円
柱
状
の
も
の
で
、
主
と
し
て
電
流
に
よ
る
熱
で
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
を
溶
解
す
る
電
気
炉
の
電
極
と
し
て
使
用

さ
れ
る
。

二

法
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
供
給
国

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）

三

法
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

黒
鉛
電
極
に
対
し
て
課
す
る
暫
定
的
な
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
九
十
五
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
の
期
間

四

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

中
国
産
黒
鉛
電
極
に
つ
い
て
関
税
定
率
法
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
事
実
を
推
定
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
件
（
令
和
七
年
二
月
財
務
省
告
示
第
五
十
二
号
。
以
下
「
第
五
十
二
号
告
示
」
と
い
う
。
）
で
告
示
し
た
と
お
り
、
不

当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当
該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
を
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
、
当
該
本
邦
の
産
業
を
保
護
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
暫
定
的
な
不
当
廉
売
関
税
を



課
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

令
に
お
い
て
定
め
る
不
当
廉
売
関
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
第
五
十
二
号
告
示
に
お
け
る
黒
鉛
電
極
の
生
産
者
の
不
当
廉

売
差
額
率
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
を
生
産
者
と
す
る
税
率
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
税
率
と
な
る
。

別
表

生

産

者

税

率

方
大
炭
素
新
材
料
科
技
股
份
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

吉
林
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

遼
寧
丹
炭
科
技
集
団
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

介
休
市
志
尭
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

大
同
宇
林
徳
黒
鉛
新
材
料
股
份
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

河
南
紅
旗
渠
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％



焦
作
市
中
州
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

開
封
平
煤
新
型
炭
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

遼
寧
鑫
瑞
黒
鉛
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

霊
石
県
揚
帆
炭
素
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

南
通
揚
子
炭
素
股
份
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

山
西
鑫
賢
炭
素
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

昇
瑞
能
源
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

四
川
広
漢
士
達
炭
素
股
份
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

四
川
昭
鋼
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

烏
蘭
察
布
市
福
興
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

烏
蘭
察
布
市
旭
峰
炭
素
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

遼
寧
鴻
達
電
炭
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

宝
方
炭
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％



吉
林
炭
素
新
素
材
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

旭
日
精
密
炭
素
（
大
連
）
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

山
東
旭
日
石
墨
新
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

撫
順
金
利
石
化
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

大
連
邦
誼
石
墨
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

嘉
隆
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

河
北
瑞
通
炭
素
股
份
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

江
蘇
江
龍
新
能
源
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

合
肥
炭
素
有
限
責
任
公
司

九
十
五
・
二
％

吉
蒙
炭
素
有
限
責
任
公
司

九
十
五
・
二
％

山
西
聚
賢
黒
鉛
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

江
蘇
江
龍
新
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

大
連
西
姆
晶
正
貿
易
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％



Q
IN
G
D
A
O
Y
IJIA

E
.T
.I .

C
O
.
,
L
T
D
.

九
十
五
・
二
％

S
H
A
N
D
O
N
G
G
R
A
PH
IT
E
N
E
W
M
A
T
E
R
IA
L
P
L
A
N
T

九
十
五
・
二
％

大
連
藍
艦
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

大
連
精
芸
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

吉
林
市
松
江
炭
素
進
出
口
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

北
京
国
鋼
国
際
貿
易
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

河
南
高
碩
新
材
料
科
技
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

南
宮
市
聚
純
炭
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

山
西
西
姆
東
海
炭
素
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

松
江
市
吉
林
炭
素
有
限
責
任
公
司

九
十
五
・
二
％

撫
順
市
東
方
碳
素
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

興
和
県
木
子
炭
素
有
限
責
任
公
司

九
十
五
・
二
％

眉
山
士
達
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％



遼
寧
丹
炭
新
材
料
有
限
公
司

九
十
五
・
二
％

そ
の
他
の
者

九
十
五
・
二
％


